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令和４年度の財務諸表及び業務に関する監査結果（報告） 

 
地⽅公務員災害補償法第９条第３項の規定に基づき、地⽅公務員災害補償基⾦の業務に係

る令和４年度（令和４年４⽉１⽇から令和５年３⽉ 31 ⽇まで）の財務諸表（貸借対照表及
び損益計算書をいう。以下同じ。）並びに同年度の本部及び⽀部の業務について監査を実施
したので、その結果について下記のとおり報告します。 
 

記 
 
第１ 監査の⽅法及び内容 
 １ 本部の監査 

関係課から令和４年度決算に係る財務諸表等について報告を受け、その正否を検証
するとともに、必要に応じて説明を求めた。 

また、同年度の業務の執⾏状況に関して、幹部会議等に出席したほか、関係課から
報告を受け、必要に応じて説明を求めた。 

 ２ ⽀部の監査 
令和４年度監査計画に基づき、監査対象 22 ⽀部（後掲）の収⽀状況及び会計経理に

関する書類についてその正否を検証するとともに、業務の執⾏状況について実地監査
を⾏った。 

 
第２ 監査の結果 
 １ 本部の監査 

監査の結果、令和４年度決算に係る財務諸表は、正しく表⽰され、かつ、その内容
は適正なものであると認める。 

また、同年度の本部業務の執⾏状況についても、適切妥当なものと認める。 



 

 

 ２ ⽀部の監査 
監査の結果、監査対象 22 ⽀部の収⽀状況及び会計経理に関する書類については、正

しく表⽰され、その内容は適正なものであり、⽀部業務の執⾏状況についても、おお
むね適切妥当なものと認める。 

なお、監査の結果、改善すべきとした事項については、各⽀部において対処⽅針及
び対応案を検討し、報告を受けた。 

 
（令和４年度の監査対象⽀部） 
 秋⽥県⽀部、⼭形県⽀部、埼⽟県⽀部、東京都⽀部、新潟県⽀部、三重県⽀部、京都府⽀

部、⼤阪府⽀部、奈良県⽀部、愛媛県⽀部、佐賀県⽀部、⻑崎県⽀部、⿅児島県⽀部、沖
縄県⽀部、仙台市⽀部、横浜市⽀部、川崎市⽀部、新潟市⽀部、名古屋市⽀部、堺市⽀
部、神⼾市⽀部及び熊本市⽀部（22 ⽀部） 
 

以   上 

 


